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石教委発第 4749 号

平成 23年 12月 19日

保護者各位

石岡市教育委員会教育長 石 橋 凱

(公印省略)

学校給食使用食材の放奸|生物質検査について

日頃より当市学校給食の運営にご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて，東日本大震災に伴う福島第１原子力発電所の事故から９ヶ月が経過し，空問線量

は落ち着いてきておりますが，食材など放射能汚染の影響は今後も長期に亘ることが見込

まれております。

このため，石岡市では放射線対策室を設置し，窓口の一本化を図り，ホットスポット対

策や食品放射能測定システムの導入など，市民の皆様の放射能に対する不安解消を図って

いくこととなりました。

学校給食では，これまで出荷制限や出荷停止された食材を使用しないように情報の収集

に努め，産地確認を正確に行うことでより安全な給食の提供に努めてきました。このたび

食品放射能測定システム（目立アロカメディカル（株）製，検出下限値 30Bq／ kg）が導

入されますので，学校給食においても下記の通り活用し，皆様の不安解消に努めてまいり

ます。

保護者の皆様におかれましては，検査結果によっては給食内容に変更が生じる場合があ

ることをあらかじめご承知おきいただき，ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

記

１，検査開始日

平成 24年１月から（予定）

２，検査内容

毎日，給食１食分の３検体（石岡センター ２献立，八郷センター １献立）を測定

し，子どもたらが実際食べている給食の安全性を確認していきます。

また，適宜単品での検査を実施いたします。

３，結果公表

検査結果は，毎日 12時頃までに市ホームページで公表します。


